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六会市民センター☎（81）6677　片瀬市民センター☎（27）2711　明治市民センター☎（34）3444

藤沢市役所の連絡先　☎0466（25）1111（代）、0466（25）1114（休日・夜間）、薨0466（24）5928

凡　例　申…申し込み、
　　問…問い合わせ、費…費用

明記のないものは…●先着順●当日会場へ●午前8時30分から受け付け
●ファクスでの申し込み不可●費用は無料●持ち物はお問い合わせください
※電話番号などは間違いのないようおかけください

公　民　館

第1564号 2015年（平成27年）7月25日

公
民
館

特
に
明
記
の
な
い
も
の
は
原
則
と
し
て
、
市 

内
在
住
・
在
勤
・
在
学
の
方
が
対
象
、
申
し

込
み
は
土
・
日
曜
日
、
祝
日
を
除
き
ま
す

★
8
月
の
休
館
日
は
17
日
㈪
で
す

藤
沢
公
民
館
☎（
22
）０
０
１
９

●
お
は
な
し
の
へ
や
　
8
月
1
日
㈯
午
前
11

時
。
幼
児
〜
小
学
生
。

●
夏
休
み
学
習
室
開
放
〜
8
月
分
　
8
月
3

日
㈪
〜
31
日
㈪
〈
土
・
日
曜
日
、
17
日
㈪
を

除
く
〉
午
前
9
時
〜
午
後
5
時
。

済

美

館
☎（
28
）４
４
７
１

●
夏
休
み
こ
ど
も
映
画
館
　
8
月
5
日
㈬
午

前
10
時
〜
11
時
45
分
。「
よ
っ
ち
ゃ
ん
の
不

思
議
な
ク
レ
ヨ
ン
」
ほ
か
。

●
卓
球
開
放
　
8
月
16
日
㈰
午
後
1
時
30
分

〜
4
時
30
分
。

鵠
沼
公
民
館
☎（
33
）２
０
０
２

●
談
話
室
開
放
　
8
月
1
日
㈯
〜
31
日
㈪

〈
17
日
㈪
を
除
く
〉
午
前
9
時
〜
午
後
9
時
。

学
習
・
読
書
用
に
開
放
し
ま
す
。

●
映
画
鑑
賞
会
「
東
京
家
族
」　
8
月
7
日

㈮
午
後
1
時
30
分
〜
4
時
。
１
５
０
人
。

●
百
人
一
首
で
あ
そ
ぼ
う
よ
　
8
月
8
日
㈯

午
前
10
時
〜
正
午
。
小
・
中
学
生
30
人
。

●
お
も
ち
ゃ
の
病
院
　
8
月
9
日
㈰
午
後
1

時
30
分
〜
3
時
30
分
。
お
も
ち
ゃ
の
修
理
。

※
部
品
交
換
な
ど
は
実
費
。

●
お
て
て
つ
な
い
で（
保
育
専
用
室
開
放
）

8
月
12
日
㈬
午
前
10
時
〜
午
後
2
時
30
分
。

乳
幼
児
と
保
護
者
。

●
鵠
っ
子
囲
碁
・
将
棋
ル
ー
ム
　
8
月
16
日

㈰
午
前
10
時
〜
正
午
。
小
・
中
学
生
。

●
卓
球
開
放
　
8
月
9
日
㈰
午
後
1
時
30
分

〜
4
時
。

遠
藤
公
民
館
☎（
86
）９
６
１
１

●
子
育
て
広
場
　
8
月
4
日
㈫
午
前
10
時
〜

正
午
。乳
幼
児
と
保
護
者
の
フ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
。

●
絵
本
の
玉
手
箱
　
8
月
5
日
㈬
、19
日
㈬
、

26
日
㈬
午
後
3
時
〜
3
時
30
分
。
お
話
会
。

辻
堂
公
民
館
☎（
34
）９
１
５
１

●
サ
ー
ク
ル
共
催
事
業
〜
朗
読
を
楽
し
む
会

8
月
27
日
㈭
午
後
1
時
30
分
〜
3
時
30
分
。

50
人
。
申
8
月
13
日
㈭
か
ら
電
話
ま
た
は
来

館
で
。

●
お
は
な
し
会
　
8
月
4
日
㈫
午
後
3
時
30

分
〜
4
時
。
幼
児
〜
小
学
生
。

●
お
ひ
ざ
の
う
え
の
お
は
な
し
会
　
8
月
13

日
㈭
、27
日
㈭
午
前
11
時
15
分
〜
11
時
30
分
。

乳
幼
児
と
保
護
者
。

●
ボ
ク
サ
サ
イ
ズ
開
放
　
8
月
14
日
㈮
午
後

7
時
30
分
〜
8
時
30
分
。
イ
ン
ス
ト
ラ
ク

タ
ー
＝
秋
山
茂
之
氏
。
20
人
。
※
中
学
生
以

下
は
保
護
者
同
伴
。

●
ラ
ジ
オ
体
操
開
放
　
8
月
8
日
㈯
午
前
10

時
〜
11
時
。
講
師
＝（
特
非
）全
国
ラ
ジ
オ
体

操
連
盟
公
認
指
導
士
。
30
人
。

長
後
公
民
館
☎（
46
）７
３
７
３

●
卓
球
開
放
　
8
月
8
日
㈯
午
後
1
時
〜
4

時
。
11
日
㈫
、
25
日
㈫
午
後
6
時
〜
9
時
。

●
バ
ド
ミ
ン
ト
ン
開
放
　
8
月
12
日
㈬
、
26

日
㈬
午
後
6
時
〜
9
時
。

六
会
公
民
館
☎（
90
）０
２
０
３

●
ラ
ブ
＆
ピ
ー
ス
in
六
会
〜
子
ど
も
た
ち
に

平
和
な
未
来
を
　
8
月
27
日
㈭
午
後
1
時
30

分
〜
3
時
30
分
。
平
和
学
習
長
崎
派
遣
事
業

の
報
告
会
、
絵
本
「
禎
子
の
祈
り
鶴
」
制
作

話
、
す
い
と
ん
の
試
食
会
。
１
０
０
人
。

●
む
つ
あ
い
子
育
て
ひ
ろ
ば
　
8
月
17
日
㈪

午
前
10
時
〜
正
午
。
未
就
学
児
と
保
護
者
の

フ
リ
ー
ス
ペ
ー
ス
。

●
お
は
な
し
会
　
8
月
5
日
〜
19
日
毎
週
水

曜
日
午
後
3
時
15
分
〜
3
時
45
分
。
26
日
㈬

午
前
11
時
〜
11
時
30
分
。

第
42
回
藤
沢
市
民
ま
つ
り

出
演
者
募
集

市民自治
推進課
☎内線2511

　
第
42
回
藤
沢
市
民
ま
つ
り
の

ス
テ
ー
ジ
に
出
演
し
ま
せ
ん
か
。

　
と
き
・
と
こ
ろ

　
☆
9
月
26
日
㈯
午
前
10
時
〜

午
後
5
時
20
分
…
藤
沢
駅
北
口

藤
棚
ス
テ
ー
ジ
、
名
店
ビ
ル
は

ぜ
の
木
広
場

　
☆
9
月
27
日
㈰
午
前
10
時
〜

午
後
5
時
…
藤
沢
駅
北
口
藤
棚

ス
テ
ー
ジ
、
名
店
ビ
ル
は
ぜ
の

木
広
場
、
南
口
フ
ァ
ミ
リ
ー
通

り
ス
テ
ー
ジ
、新
堀
学
園
前（
路

上
ラ
イ
ブ
）

　
※
南
口
フ
ァ
ミ
リ
ー
通
り
ス

テ
ー
ジ
の
み
午
後
1
時
30
分
か

ら　
※
い
ず
れ
も
35
〜
40
分

　
対
象

　
市
内
在
住・在
勤・在
学
の
方

　
申
し
込
み

　
8
月
13
日
㈭
〈
必
着
〉
ま
で

に
は
が
き（
1
団
体
1
通
）に
団

体
名（
ふ
り
が
な
）、
ス
テ
ー
ジ

内
容
、
メ
ン
バ
ー
構
成
、
代
表

者
の
郵
便
番
号
・
住
所
・
氏
名

（
未
成
年
者
は
保
護
者
と
連

名
）・
年
齢
・
電
話
番
号（
あ
れ

ば
フ
ァ
ク
ス
番
号
も
）・E
メ
ー

ル
ア
ド
レ
ス
、
出
演
希
望
日
を

書
い
て
、
藤
沢
市
民
ま
つ
り
実

行
委
員
会
事
務
局
〈
〒
2
５
１

ノ
０
０
５
2
藤
沢
6
０
7
ノ
1

藤
沢
商
工
会
館
ミ
ナ
パ
ー
ク
2

階
藤
沢
商
工
会
議
所
内
〉
へ

　
問
い
合
わ
せ

　
同
実
行
委
員
会
☎（
55
）6

8
8
3
ま
た
は
市
民
自
治
推
進

課

納期限は７月3１日㈮です
　国民健康保険料普通徴収第2期、後期高齢者医療保
険料普通徴収第1期、介護保険料普通徴収第2期、固定
資産税・都市計画税第2期の納期内納付にご協力くだ
さい。
　納期限を過ぎると延滞金が発生することがあります。
　納付には便利な口座振替をご利用ください。またコ
ンビニエンスストアでも納付できます。

　問い合わせ
　☆�国民健康保険料・後期高齢者医療保険料について
　　…保険年金課☎内線3212
　☆介護保険料について…介護保険課☎内線3143
　☆�固定資産税・都市計画税の納付について
　　…納税課☎内線2323

　
限
度
額
適
用
認
定
証

　
70
歳
未
満
の
国
民
健
康
保
険

の
加
入
者
が
入
院
や
通
院
を
し

た
際
、
1
カ
月
当
た
り
医
療
機

関
に
支
払
う
保
険
診
療
の
一
部

負
担
金
が
自
己
負
担
限
度
額
を

超
え
る
場
合
は
、
あ
ら
か
じ
め

「
限
度
額
適
用
認
定
証
」
の
交

付
を
受
け
、
保
険
証
と
共
に
医

療
機
関
に
提
示
す
る
と
、
１
つ

の
医
療
機
関
で
の
支
払
金
額

（
保
険
診
療
分
）が
自
己
負
担
限

度
額
に
抑
え
ら
れ
ま
す
。

　
※
保
険
料
の
滞
納
が
あ
る
世

帯
に
は
発
行
で
き
ま
せ
ん

　
限
度
額
適
用･

標
準
負
担
額

　
減
額
認
定
証

　
市
民
税
非
課
税
世
帯
の
方
で

国
民
健
康
保
険
の
加
入
者
は
、

あ
ら
か
じ
め
「
限
度
額
適
用･

標
準
負
担
額
減
額
認
定
証
」
の

交
付
を
受
け
、
保
険
証
と
共
に

医
療
機
関
に
提
示
す
る
と
、
1

つ
の
医
療
機
関
で
の
支
払
金
額

（
保
険
診
療
分
）が
自
己
負
担
限

度
額
に
抑
え
ら
れ
る
と
と
も

に
、
標
準
負
担
額（
入
院
時
の

食
事
代
）が
減
額
さ
れ
ま
す
。

　
※
保
険
料
の
滞
納
が
あ
る
70

歳
未
満
の
市
民
税
非
課
税
世
帯

標準負担額（入院時の食事代）
一般の世帯（市民税課税世帯） 1食260円

市民税非課税世帯
（70歳以上では低所得Ⅱの方）

過去12カ月の
入院日数90日まで 1食210円

過去12カ月の
入院日数91日以上（長期） 1食160円

70歳以上で低所得Ⅰの方 1食100円

療養病床（※1）に入院する65歳以上の方の食事・居住費
食費（1食） 居住費（1日）

一般の世帯（市民税課税世帯） 460円 320円
低所得Ⅱ 210円 320円
低所得Ⅰ 130円 320円

※1　入院医療の必要性の高い方〈人工呼吸器・中心静脈栄養などを
要する方、脊髄損傷（四肢まひが見られる状態）・難病などの方〉
は除く

70歳未満の方の医療機関窓口での自己負担限度額（月額）

※2　基準所得額：総所得金額等（収入総額－必要経費－給与所得控除－公的年金
等控除等）－基礎控除（33万円）

※3　12カ月以内に高額療養費が4回目以上となるとき、医療機関が多数該当の限
度額を適用することが可能と判断した場合に適用されます

所得区分 3回目まで 4回目�※3基準所得額�※2

市
民
税
課
税
世
帯

上位
所得者

901万円超
（所得の申告のない

世帯を含む）
25万2600円＋

（医療費総額－84万2000円）×1％ 14万100円

600万円超
901万円以下

16万7400円＋
（医療費総額－55万8000円）×1％ 9万3000円

一般
210万円超
600万円以下

8万100円＋
（医療費総額－26万7000円）×1％ 4万4400円

210万円以下 5万7600円
市民税非課税世帯 3万5400円 2万4600円

70歳以上75歳未満の方の入院時医療機関窓口での自己負担限度額（月額）

※4　低所得Ⅱ：世帯主および世帯員全員が市民税非課税の世帯の方
※5　低所得Ⅰ：※3に該当し、かつ各種収入などから必要経費・控除を差し引い

た所得が0円で、それぞれの年金収入が80万円以下の世帯の方

所得段階
低所得（市民税非課税）

Ⅱ（※4） Ⅰ（※5）
入院（世帯合算） 2万4600円 1万5000円

の
方
は
、
標
準
負
担
額
の
み
が

減
額
さ
れ
る
「
標
準
負
担
額
減

額
認
定
証
」
と
な
り
ま
す

　
申
請
に
つ
い
て

　
現
在
発
行
し
て
い
る
認
定
証

の
有
効
期
限
は
7
月
31
日
㈮
で

す
。
8
月
以
降
も
認

定
証
が
必
要
な
場
合

は
改
め
て
申
請
し
て

く
だ
さ
い
。

　
◆
申
請
先

　
保
険
年
金
課
ま
た
は
各
市
民

セ
ン
タ
ー

　
◆
手
続
き
に
必
要
な
も
の

　
藤
沢
市
国
民
健
康
保
険
被
保

険
者
証
、
藤
沢
市
国
民
健
康
保

険
高
齢
受
給
者
証（
お
持
ち
の

方
）、
入
院
期
間
の
分
か
る
領

収
書
な
ど（
市
民
税
非
課
税
世

帯
で
過
去
12
カ
月
以
内
に
91
日

以
上
長
期
入
院
し
て
い
る
方
）、

印
鑑

医
療
費
の
限
度
額
適
用
認
定
証

と
食
事
代
の
減
額
認
定
証

保険年金課

☎内線3211


